
〔資
料
〕呉

訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
八
）佐

立

治

人

目

次

は
じ
め
に

序

文

篇

本

文

篇

ま
え
お
き

第
一
章

経
典
大
訓

第
二
章

先
哲
論
議

第
一
節
か
ら
第
四
節
（
以
上
、
五
十
九
巻
一
号
、
六
十
六
巻
二

号
、
六
十
七
巻
二
号
、
三
号
、
四
号
、
六
十
八
巻
一
号
、
六

十
九
巻
四
号
）

第
五
節

真
徳
秀
の
「
十
害
」
の
抜
書
き

第
六
節

『牧
民
忠
告
』
の
抜
書
き

第
七
節

工
獄
（
以
上
、
本
号
）

第
五
節

真
徳
秀
の
「
十
害
」
の
抜
書
き

岩
村
藩
刊
本
の
第
十
八
丁
裏
第
九
行
か
ら
第
十
九
丁
裏
第
七
行
ま
で
を

第
五
節
と
す
る
。
こ
の
部
分
は
、
南
宋
の
真
徳
秀
（
一
一
七
八
～
一
二
三

五
）
の
所
謂
「
十
害
」
の
う
ち
六
項
目
の
抜
書
き
で
あ
る
。「
十
害
」
は

『
西
山
文
集
』（『
景
印
四
庫
全
書
』
所
収
）
巻
四
十
「
潭
州
諭
同
官
咨
目
」

の
中
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
潭
州
諭
同
官
咨
目
」
は
、『
名
公
書

判
清
明
集
』
巻
一
、
官
吏
門
、
申
儆
に
「
咨
目
呈
両
通
判
及
職
曹
官
」
と

題
し
て
収
め
ら
れ
、『
政
経
』（『
景
印
四
庫
全
書
』
所
収
）
に
「
帥
長
沙

咨
目
呈
両
通
判
及
職
曹
官
」
と
題
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
真
徳
秀
は
、

字
は
希
元
、
西
山
と
号
し
、
文
忠
と
諡
さ
れ
た
。
慶
元
五
年
（
一
一
九

九
）
の
進
士
。『
大
学
衍
義
』
を
著
し
た
。
嘉
定
十
五
年
（
一
二
二
二
）
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に
湖
南
安
撫
使
・
知
潭
州
に
任
じ
ら
れ
た
。
戸
部
尚
書
、
参
知
政
事
を
歴

任
し
た
。『
宋
史
』
巻
四
三
七
に
伝
が
あ
る
。「
潭
州
諭
同
官
咨
目
」
は
湖

南
安
撫
使
・
知
潭
州
在
任
時
に
書
か
れ
た
。
宋
朝
で
は
、
所
属
の
州
県
の

官
員
を
監
督
す
る
単
位
を
路
と
呼
び
、
安
撫
使
は
一
路
の
兵
政
を
掌
る
官

で
あ
る
。「
湖
南
」
即
ち
荊
湖
南
路
の
安
撫
使
の
治
所
は
潭
州
（
雅
称
は

長
沙
郡
。
現
在
の
湖
南
省
長
沙
市
）
に
置
か
れ
て
い
た
。
和
訳
に
当
た
っ

て
は
、
高
橋
芳
郎
『
訳
注
『
名
公
書
判
清
明
集
』
官
吏
門
・
賦
役
門
・
文

事
門
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
。
十
三
頁
か
ら
二
十
一
頁
）

を
参
考
に
し
た
。

【和
訳
】

西
山
先
生
、
真
文
忠
公
が
湖
南
安
撫
使
・
知
潭
州
で
あ
っ
た
時
に
（
原

文
。
帥
長
沙
。「
帥
」
は
安
撫
使
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。）、
同
僚
の

官
員
を
戒
め
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

•
裁
判
が
不
公
平
な
の
は
い
け
ま
せ
ん
。

裁
判
は
民
の
大
切
な
命
に
関
わ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
少
し
で
も
不
公
平

が
あ
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

•
訟
え
を
念
入
り
に
聴
か
な
い
の
は
い
け
ま
せ
ん
。

訟
え
に
は
真
実
が
あ
り
虚
偽
が
あ
り
ま
す
。
訟
え
を
念
入
り
に
聴
か
な

け
れ
ば
、
真
実
の
訟
え
が
反
っ
て
虚
偽
に
見
え
、
虚
偽
の
訟
え
が
反
っ
て

真
実
に
見
え
ま
す
。

•
未
決
の
ま
ま
延
々
と
牢
獄
に
つ
な
ぎ
続
け
る
の
は
い
け
ま
せ
ん
。

一
人
の
男
子
が
未
決
囚
と
し
て
牢
獄
に
入
れ
ら
れ
ま
す
と
、
一
家
を
挙

げ
て
生
活
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
牢
獄
で
暮
ら
す
苦
し
さ
は
、
一
日
が

一
年
に
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
で
す
。
ど
う
し
て
延
々
と
牢
獄
に
つ
な
ぎ
続
け

て
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

•
残
酷
な
方
法
で
拷
問
を
行
う
の
は
い
け
ま
せ
ん
。

拷
問
は
、
や
む
を
得
な
い
と
き
に
行
う
も
の
で
す
。
他
人
の
身
体
皮
膚

は
自
分
の
身
体
皮
膚
と
一
体
で
す
。
ど
う
し
て
残
酷
な
方
法
で
こ
れ
に
拷

問
を
加
え
る
こ
と
に
平
気
で
い
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。
現
在
、
官
に
任
じ
ら

れ
て
い
る
者
は
、
好
ん
で
喜
怒
の
感
情
に
従
っ
て
拷
問
を
行
っ
て
い
ま
す
。

甚
し
い
者
は
、
賄
賂
に
応
じ
て
拷
問
を
行
っ
て
い
ま
す
。
拷
問
は
、
国
家

の
法
律
に
定
め
が
あ
り
、
天
に
代
わ
っ
て
犯
罪
を
糾
明
す
る
手
段
で
あ
る

こ
と
を
全
く
意
識
し
て
い
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
官
吏
が
怒
り
を
た
く
ま
し

く
し
て
、
自
分
勝
手
な
拷
問
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
戒

め
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

•
た
く
さ
ん
の
人
を
む
や
み
に
法
廷
に
呼
び
出
す
の
は
い
け
ま
せ
ん
。

一
人
の
男
子
が
法
廷
に
呼
び
出
さ
れ
ま
す
と
、
一
家
を
挙
げ
て
大
騒
ぎ
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に
な
り
ま
す
。
呼
び
出
し
状
（
原
文
。
引
）
を
持
っ
て
来
た
吏
卒
に
手
数

料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
し
、
官
庁
に
出
頭
す
る
た
め
の
費
用

も
必
要
で
す
。
貧
し
い
人
は
借
金
す
る
の
を
免
れ
ま
せ
ん
。
甚
し
い
場
合

に
は
一
家
離
散
に
至
り
ま
す
。
ど
う
し
て
た
く
さ
ん
の
人
を
む
や
み
に
法

廷
に
呼
び
出
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

•
他
人
の
悪
事
の
告
発
を
招
き
寄
せ
る
の
は
い
け
ま
せ
ん
。

自
分
に
関
わ
り
が
な
い
他
人
の
悪
事
を
告
発
す
る
こ
と
（
原
文
。
告

訐
）
は
、
良
俗
を
破
り
、
人
倫
を
乱
す
原
因
で
す
。
そ
の
よ
う
な
罪
を
犯

す
者
が
い
れ
ば
、
当
然
厳
し
く
処
罰
す
る
べ
き
で
す
。
自
分
に
関
わ
り
が

な
い
他
人
の
隠
れ
た
犯
罪
を
人
が
告
発
す
る
の
を
、
ど
う
し
て
招
き
寄
せ

て
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

【原
文
】

西
山
真
文
忠
公
（『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
巻
一
は
「
公
」
字
の
後
に
「
嘗
」

字
が
あ
る
。）
帥
長
沙
、
誡
諸
同
官
曰
、

断
獄
不
公
。

獄
者
民
之
大
命
。
豈
可
小
有
私
曲
。

聴
訟
不
審
。

訟
有
実
有
虚
。
聴
之
不
審
、
則
実
者
反
虚
、
虚
者
反
実
。

淹
延
囚
繋
。

一
夫
在
囚
、
挙
室
廃
業
。
囹
圄
之
苦
、
度
日
如
歳
。
豈
可
淹
久
。

惨
酷
用
刑
。

刑
者
、
不
獲
已
而
用
。
人
之
體
膚
、
同
己
之
體
膚
。
何
忍
惨
酷
加
之
。

今
為
官
者
、
好
以
喜
怒
用
刑
。
甚
者
或
以
関
節
用
刑
。
殊
不
思
、
刑
者
国

之
典
、
所
以
代
天
糾
罪
。
豈
容
官
吏
逞
忿
行
私
。
不
可
不
戒
。

汎
濫
追
呼
。

一
夫
被
追
、
挙
室
皇
擾
。
有
持
引
之
需
、
有
出
官
之
費
。
貧
者
不
免
挙

債
、
甚
者
至
於
破
家
。
豈
可
汎
濫
。

招
引
告
訐
。

告
訐
乃
敗
俗
乱
化
之
原
。
有
犯
者
、
自
当
痛
治
。
豈
可
（『
西
山
文
集
』

巻
四
十
「
潭
州
諭
同
官
咨
目
」
は
「
可
」
字
の
後
に
「
勾
引
今
官
司
有
受

人
実
封
状
与
出
榜
」
十
四
字
が
あ
る
。）
召
人
告
首
（「
首
」
は
も
と

「
有
」
に
作
る
。『
西
山
文
集
』
巻
四
十
及
び
『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
巻
一
に

従
っ
て
改
め
た
。）
陰
私
罪
犯
。（『
西
山
文
集
』
巻
四
十
は
「
犯
」
字
の

後
に
「
皆
係
非
法
不
可
為
也
」
八
字
が
あ
る
。）（
以
上
、
第
十
八
丁
裏
第

九
行
か
ら
第
十
九
丁
裏
第
七
行
。）

【訓
読
】

西
山
真
文
忠
公
、
長
沙
に
帥
た
る
と
き
、
諸
同
官
を
誡
め
て
曰
く
、

獄
を
断
ず
る
に
公
な
ら
ず
。

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
八
）
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獄
は
民
の
大
命
な
り
。
豈
に
小す

こ

し
く
私
曲
有
る
可
け
ん
や
。

訟
え
を
聴
く
に
審
ら
か
な
ら
ず
。

訟
え
に
は
実
有
り
、
虚
有
り
。
之
れ
を
聴
く
に
審
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
、

則
ち
実
な
る
者
反
っ
て
虚
と
な
り
、
虚
な
る
者
反
っ
て
実
と
な
る
。

淹
延
し
て
囚
繋
す
。

一
夫
、
囚
に
在
ら
ば
、
室
を
挙
げ
て
業
を
廃
す
。
囹
圄
の
苦
し
み
は
、

日
を
度わ

た

る
こ
と
歳
の
如
し
。
豈
に
淹
久
す
可
け
ん
や
。

惨
酷
に
刑
を
用
い
る
。

刑
は
、
已
む
を
獲
ず
し
て
用
い
る
。
人
の
体
膚
は
己
の
体
膚
に
同
じ
。

何
ぞ
惨
酷
に
之
れ
に
加
う
る
に
忍
び
ん
や
。
今
、
官
と
為
る
者
、
好
ん
で

喜
怒
を
以
て
刑
を
用
い
る
。
甚
し
き
者
は
或
い
は
関
節
を
以
て
刑
を
用
い

る
。
殊
に
思
わ
ず
、
刑
は
国
の
典
、
天
に
代
わ
り
て
罪
を
糾
す
所
以
な
る

を
。
豈
に
官
吏
、
忿
を
逞
し
く
し
、
私
を
行
う
を
容ゆ

る

さ
ん
や
。
戒
め
ざ
る

可
か
ら
ず
。

汎
濫
し
て
追
呼
す
。

一
夫
、
追
せ
被ら

れ
ば
、
室
を
挙
げ
て
皇
擾
す
。
引
を
持
す
る
の
需も

と

め
有

り
、
官
に
出
づ
る
の
費つ

い

え
有
り
。
貧
し
き
者
は
挙
債
を
免
れ
ず
、
甚
し
き

者
は
家
を
破
る
に
至
る
。
豈
に
汎
濫
す
可
け
ん
や
。

告
訐ケ

ツ

を
招
引
す
。

告
訐
は
乃
ち
俗
を
敗
り
、
化
を
乱
す
の
原も

と

な
り
。
犯
す
者
有
ら
ば
、
自

お
の
ず
から

当
に
痛
治
す
べ
し
。
豈
に
人
の
、
陰
私
の
罪
犯
を
告
首
す
る
を
召
く
可
け

ん
や
。
と
。

「
潭
州
諭
同
官
咨
目
」
で
は
、
こ
の
後
に
「
重
畳
催
税
」「
科
罰
取
財
」

「
縦
吏
下
郷
」「
低
価
買
物
」
の
四
つ
の
「
害
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
惨
酷
用
刑
」
の
「
刑
」
は
、
刑
罰
の
刑
で
は
な
く
、
拷
問
の
意
味
で

あ
る
。
宋
朝
で
は
、
拷
問
の
方
法
は
杖
打
に
限
ら
れ
て
お
り
、「
刑
は
国

の
典
。」
と
真
徳
秀
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
拷
問
の
手
続
き
が
法
律
に

規
定
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、『
宋
刑
統
』
巻
二
十
九
、
断
獄
律
に
「
囚

を
拷
す
る
は
三
度
を
過
ぐ
る
を
得
ず
。
数
は
総
じ
て
二
百
を
過
ぐ
る
を
得

ず
。（
中
略
）
も
し
、
拷
す
る
こ
と
三
度
を
過
ぎ
、
及
び
杖
外
に
他
法
を

以
て
拷
掠
す
る
者
は
杖
一
百
。」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

「
招
引
告
訐
」
の
「
告
訐
」
は
、
自
分
と
関
わ
り
が
な
い
犯
罪
を
告
発

す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
犯
す
者
有
ら
ば
、
自
ら
当
に
痛
治
す
べ

し
。」
と
真
徳
秀
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
宋
朝
で
は
、
自
分
と
関
わ
り

が
な
い
犯
罪
を
告
発
す
る
こ
と
は
、
法
律
で
許
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、

禁
止
さ
れ
て
い
た
。『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
六
十
、
景
徳
二
年
（
一
〇

〇
五
）
六
月
己
丑
条
に
「
詔
す
ら
く
、
今
よ
り
、
己
に
干
せ
ざ
る
事
を
訟

関
法
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え
ば
、
即
ち
決
杖
荷
校
し
、
衆
に
示
す
こ
と
十
日
、
と
。」
と
記
さ
れ
て

い
る
。

「
告
首
陰
私
罪
犯
」
の
「
告
首
」
は
、
寛
永
四
年
刊
本
及
び
岩
村
藩
刊

本
だ
け
が
「
告
有
」
に
作
り
、「
潭
州
諭
同
官
咨
目
」、『
重
刊
祥
刑
要
覧
』、

元
和
中
刊
本
、
寛
永
元
年
刊
本
は
す
べ
て
「
告
首
」
に
作
る
か
ら
、「
告

首
」
が
正
し
い
。「
告
首
」
の
「
告
」
は
告
発
の
意
味
で
あ
り
、「
首
」
は

自
首
の
意
味
で
あ
る
。
自
分
と
関
わ
り
が
な
い
犯
罪
を
告
発
す
る
こ
と
が

禁
止
さ
れ
て
い
て
も
、
自
分
が
犯
し
た
罪
を
自
首
す
る
の
は
望
ま
し
い
こ

と
で
あ
る
か
ら
、「
豈
に
人
の
、
陰
私
の
罪
犯
を
告
首
す
る
を
召
く
可
け

ん
や
。」
と
記
す
よ
り
も
、「
告
首
」
を
「
告
有
」
に
変
え
て
、「
豈
に
人

の
、
陰
私
の
罪
犯
有
る
を
告
す
る
を
召
く
可
け
ん
や
。」
と
記
す
方
が
内

容
は
正
し
い
。
し
か
し
、
も
と
も
と
「
潭
州
諭
同
官
咨
目
」
が
「
今
、
官

司
（
中
略
）
出
榜
し
て
人
の
、
陰
私
の
罪
犯
を
告
首
す
る
を
召
く
有
り
。

皆
、
非
法
に
係
る
。
為
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。」
と
間
違
っ
て
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、「
告
首
」
の
ま
ま
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
節
『
牧
民
忠
告
』
の
抜
書
き

岩
村
藩
刊
本
の
第
十
九
丁
裏
第
八
行
か
ら
第
二
十
丁
表
第
四
行
ま
で
を

第
六
節
と
す
る
。
こ
の
部
分
は
、
元
の
張
養
浩
（
一
二
七
〇
～
一
三
二

九
）
が
著
し
た
『
牧
民
忠
告
』
か
ら
の
抜
書
き
で
あ
る
。
張
養
浩
は
、
字

は
希
孟
。
東
昌
路
堂
邑
県
（
現
在
の
山
東
省
堂
邑
県
）
の
県
尹
を
授
け
ら

れ
た
後
、
監
察
御
史
、
礼
部
尚
書
、
参
議
中
書
省
事
を
歴
任
し
た
。
天
暦

二
年
（
一
三
二
九
）、
陜
西
諸
道
行
御
史
台
（
陜
西
・
甘
肅
・
四
川
・
雲

南
四
省
内
の
官
員
の
善
悪
を
糾
察
す
る
官
司
）
の
御
史
中
丞
（
次
官
）
に

任
じ
ら
れ
、
大
旱
に
よ
る
饑
民
を
救
お
う
と
し
て
、
在
職
中
に
過
労
で
亡

く
な
っ
た
。『
元
史
』
巻
一
七
五
に
伝
が
あ
る
。
張
養
浩
は
、
地
方
長
官

の
心
構
え
を
記
し
た
『
牧
民
忠
告
』
の
他
に
、
監
察
官
の
心
構
え
を
記
し

た
『
風
憲
忠
告
』、
宰
相
の
心
構
え
を
記
し
た
『
廟
堂
忠
告
』
を
著
し
た
。

こ
れ
ら
は
別
々
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
明
代
に
な
っ
て
、
合
冊
さ
れ
て
『
為

政
忠
告
』、
後
に
『
三
事
忠
告
』
の
名
で
刊
行
さ
れ
た
。『
牧
民
忠
告
』
は

『
叢
書
集
成
初
編
』
所
収
本
を
見
た
。
和
訳
に
当
た
っ
て
は
、
安
岡
正
篤

訳
註
『
為
政
三
部
書
』（
明
徳
出
版
社
、
平
成
五
年
）、
倉
田
信
靖
『
三
事

忠
告
』（
明
徳
出
版
社
、
平
成
九
年
）
を
参
考
に
し
た
。

【和
訳
】

元
の
陜
西
行
台
御
史
中
丞
の
張
養
浩
が
著
し
た
『
牧
民
忠
告
』
が
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
牢
獄
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
未
決
囚
に
対
し
て
は
、

獄
吏
に
よ
っ
て
取
り
調
べ
の
報
告
書
が
作
成
さ
れ
た
後
で
も
な
お
、
念
入

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
八
）

五
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〇
九
六
)



り
に
尋
問
す
べ
き
で
す
。
も
し
、
残
酷
な
獄
吏
が
無
理
や
り
事
実
を
ね
じ

曲
げ
て
報
告
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
囚
人
を
尋
問
し
直
し
て
も
、
囚
人

は
自
白
を
翻
そ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
獄
吏
や
獄
卒
を
こ
と
ご
と

く
退
け
て
、
穏
や
か
な
顔
で
、
空
気
を
な
ご
や
か
に
し
て
、
誠
意
を
見
せ

て
、
囚
人
を
感
動
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
も
し
、
囚
人
が
冤
罪
を

被
っ
て
い
る
と
わ
か
っ
た
な
ら
ば
、
た
だ
ち
に
囚
人
の
た
め
に
無
罪
の
判

決
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
獄
吏
の
報
告
書
に
束
縛
さ
れ
て
は
い

け
ま
せ
ん
。
あ
あ
、
よ
こ
し
ま
な
獄
吏
が
で
た
ら
め
な
報
告
書
を
作
成
す

る
こ
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。」

【原
文
】

元
中
丞
張
（『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
巻
一
は
「
張
」
字
の
後
に
「
公
」
字

が
あ
る
。）
養
浩
牧
民
忠
告
有
云
、
在
獄
之
囚
（『
叢
書
集
成
初
編
』
所
収

『
牧
民
忠
告
』
は
「
囚
」
字
の
後
に
「
吏
案
雖
成
」
四
字
が
あ
る
。）、
猶

当
詳
讞
。
若
酷
吏
鍜
錬
而
成
者
、
雖
讞
之
、
而
（
同
上
『
牧
民
忠
告
』
は

「
而
」
字
が
無
い
。）
囚
不
敢
異
辞
。
須
尽
辟
吏
卒
、
和
顔
易
気
、
開
誠
心
、

以
感
之
。（
同
上
『
牧
民
忠
告
』
は
「
之
」
字
の
後
に
「
或
令
忠
厚
獄
卒

款
曲
以
其
情
問
之
」
十
三
字
が
あ
る
。）
如
得
其
寃
、
立
為
辨
白
、
不
可

拘
於
（
同
上
『
牧
民
忠
告
』
は
「
於
」
字
を
「
閡
」
字
に
作
る
。）
吏
文

也
。
吁
、
奸
吏
舞
文
、
何
所
不
至
哉
。（
以
上
、
第
十
九
丁
裏
第
八
行
か

ら
第
二
十
丁
表
第
一
行
。）

【訓
読
】

元
の
中
丞
張
養
浩
の
牧
民
忠
告
に
云
う
有
り
、
獄
に
在
る
の
囚
、
猶
お

当
に
詳
讞
す
べ
し
。
若
し
酷
吏
、
鍛
錬
し
て
成
る
者
は
、
之
れ
を
讞
す
と

雖
も
、
而し

か

れ
ど
も
囚
、
敢
え
て
異
辞
せ
ず
。
須
か
ら
く
尽
く
吏
卒
を
辟し

り
ぞけ

て
、
顔
を
和や

わ

ら
げ
、
気
を
易や

す

ら
か
に
し
、
誠
心
を
開
き
、
以
て
之
れ
を
感

ぜ
し
む
べ
し
。
如も

し
其
の
冤
を
得
ば
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
為た

め
に
辨
白
せ
よ
。

吏
文
に
拘と

ら
わる
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
吁あ

あ

、
奸
吏
の
舞
文
、
何
ぞ
至
ら
ざ
る
所

あ
ら
ん
や
。
と
。

右
の
文
章
は
『
牧
民
忠
告
』
巻
下
、
慎
獄
第
六
、
詳
讞
の
文
章
の
抜
書

き
で
あ
る
。「
讞
（
ゲ
ン
・
ゲ
ツ
）」
は
未
決
の
囚
人
を
取
り
調
べ
る
意
味

で
あ
る
。

【和
訳
】

『
牧
民
忠
告
』
は
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
親
族
間
の
訴
訟
に

対
し
て
は
、
時
間
を
か
け
て
寛
大
な
態
度
で
審
理
を
行
う
の
が
よ
い
で
す
。

急
い
で
厳
し
く
審
理
す
る
の
は
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
時
間
を
か
け
れ
ば
、

訴
訟
当
事
者
が
自
分
の
非
を
悟
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
厳
し
く
審
理
す
れ

関
法
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ば
、
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
た
当
事
者
は
、
ま
す
ま
す
そ
の
悪
事
を
増
や
し

ま
す
。
ぜ
ひ
両
当
事
者
を
そ
の
地
元
に
帰
ら
せ
て
、
周
囲
の
人
達
か
ら
両

当
事
者
に
対
し
て
道
理
を
説
い
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
正
し
い
解

決
方
法
で
す
。」（
原
注
。
小
事
を
争
う
訴
訟
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。）

【原
文
】

又
曰
、
親
族
相
訟
、
宜
徐
而
不
宜
亟
、
宜
寛
而
不
宜
猛
。
徐
則
或
悟
其

非
、
猛
則
益
滋
其
悪
。
第
下
其
里
中
、
開
諭
之
。
斯
得
體
（『
叢
書
集
成

初
編
』
所
収
『
牧
民
忠
告
』
及
び
『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
巻
一
は
「
體
」
字

の
後
に
「
矣
」
字
が
あ
る
。）。（
原
注
。
謂
争
兢
（『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
巻

一
は
「
兢
」
を
「
訟
」
に
作
る
。）
小
事
。）（
以
上
、
第
二
十
丁
表
第
二

行
か
ら
第
四
行
。）

【訓
読
】

又
た
曰
く
、
親
族
相
い
訟
う
る
は
、
宜
し
く
徐お

も
むろ
に
す
べ
く
し
て
亟す

み

や

か
に
す
べ
か
ら
ず
。
宜
し
く
寛
や
か
に
す
べ
く
し
て
猛き

び

し
く
す
べ
か
ら
ず
。

徐
ろ
な
れ
ば
則
ち
或
い
は
其
の
非
を
悟
る
。
猛
し
く
す
れ
ば
則
ち
益
ま
す

其
の
悪
を
滋ま

す
。
第た

だ
其
の
里
中
に
下
し
、
之
れ
を
開
諭
せ
し
む
。
斯こ

れ

体
を
得
る
な
り
。
と
。（
原
注
。
小
事
を
争
兢
す
る
を
謂
う
。）

右
の
文
章
は
『
牧
民
忠
告
』
巻
上
、
聴
訟
第
三
、
親
族
之
訟
宜
緩
の
文

章
の
抜
書
き
で
あ
る
。「
謂
争
兢
小
事
。」
と
い
う
注
は
、『
牧
民
忠
告
』

に
は
な
く
、
呉
訥
が
附
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
兢
」
は
こ
こ
で
は
「
競
」

と
同
じ
字
。「
小
事
」
は
婚
姻
、
家
産
分
割
、
土
地
売
買
、
金
銭
貸
借
等

の
民
事
を
意
味
す
る
。

第
七
節

工

獄

岩
村
藩
刊
本
の
第
二
十
丁
表
第
五
行
か
ら
第
二
十
二
丁
表
第
五
行
ま
で

を
第
七
節
と
す
る
。
こ
の
部
分
は
、
元
の
宋
本
（
一
二
八
一
～
一
三
三

四
）
が
記
し
た
「
工
獄
」
の
写
し
で
あ
る
。
宋
本
は
、
字
は
誠
夫
。
至
治

元
年
（
一
三
二
一
）
の
進
士
第
一
人
。
吏
部
侍
郎
、
礼
部
尚
書
等
を
歴
任

し
、
元
統
二
年
（
一
三
三
四
）、
国
子
祭
酒
（
国
子
監
の
長
官
）
に
任
じ

ら
れ
た
。『
元
史
』
巻
一
八
二
に
伝
が
あ
る
。「
工
獄
」
は
、
元
の
蘇
天
爵

編
『
元
文
類
』（『
景
印
四
庫
全
書
』
所
収
）
巻
四
十
五
に
収
め
ら
れ
て
い

る
も
の
を
見
た
。
そ
の
文
章
と
『
祥
刑
要
覧
』
所
載
の
文
章
と
を
比
べ
て

見
る
と
、『
祥
刑
要
覧
』
所
載
の
文
章
で
は
節
略
さ
れ
た
箇
所
が
多
数
あ

る
。
明
の
唐
順
之
（
嘉
靖
八
年
（
一
五
二
九
）
の
進
士
）
が
編
集
し
た

『
荊
川
稗
編
』（『
景
印
四
庫
全
書
』
所
収
）
の
巻
一
一
九
、
疑
獄
誤
決
記

の
文
章
は
、『
祥
刑
要
覧
』
所
載
「
工
獄
」
の
文
章
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る

か
ら
、『
祥
刑
要
覧
』
の
文
章
を
引
き
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
和
訳
に

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
八
）
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当
た
っ
て
は
、
李
格
非
・
呉
志
達
選
注
『
元
明
清
小
説
選
』（
中
州
古
籍

出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
を
参
考
に
し
た
。

【和
訳
】

元
の
国
子
祭
酒
の
宋
本
の
「
工
獄
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
京
師

み
や
こ

（
大
都
）
の
小
木
局
（
大
都
留
守
司
の
修
内
司
に
属
し
、
大
都

の
殿
閣
の
営
繕
を
担
当
し
た
。）
に
は
木
工
が
数
百
人
い
て
、
い
く
人
か

の
長
を
置
い
て
分
領
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
一
人
の
木
工
が
そ
の
長
と

仲
が
悪
く
、
半
年
の
間
、
交
際
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
仲
間
の
木
工
達

は
、
口
げ
ん
か
に
過
ぎ
ず
、
深
く
嫌
い
合
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と

思
っ
て
、
み
ん
な
で
酒
や
肉
を
買
っ
て
、
そ
の
木
工
を
強
い
て
、
長
の
家

に
行
か
せ
て
、
和
解
さ
せ
ま
し
た
。
晩
に
酔
っ
て
解
散
し
ま
し
た
。

木
工
の
妻
は
淫
乱
な
た
ち
で
、
夫
を
殺
す
こ
と
を
姦
通
相
手
と
と
も
に

計
画
し
て
い
ま
し
た
。
木
工
が
け
ん
か
相
手
の
家
で
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
帰
っ

て
き
た
機
会
に
、
彼
を
殺
し
ま
し
た
。
急
な
こ
と
で
し
た
の
で
、
死
体
の

処
理
に
困
り
ま
し
た
。
部
屋
に
土
榻ト

ウ

（
れ
ん
が
製
の
寝
台
。
中
で
火
を
起

こ
し
て
暖
め
る
こ
と
が
で
き
る
。）
が
あ
り
、
中
空
で
し
た
。
そ
こ
で
、

土
榻
の
れ
ん
が
を
開
い
て
、
死
体
を
入
れ
ま
し
た
。
死
体
を
四
つ
五
つ
に

バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
、
よ
う
や
く
収
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
れ
ん
が
を

も
と
通
り
に
積
ん
で
穴
を
ふ
さ
ぎ
ま
し
た
。

翌
日
、
妻
は
工
長
の
家
に
往
き
、
泣
き
な
が
ら
「
私
の
夫
は
き
の
う
か

ら
帰
っ
て
き
ま
せ
ん
。
き
っ
と
あ
な
た
が
殺
し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。」

と
言
っ
て
、
警
巡
院
（
上
都
及
び
大
都
両
京
の
民
事
・
捕
盗
を
掌
る
。
大

都
に
は
左
右
警
巡
院
・
大
都
警
巡
院
が
置
か
れ
て
い
た
。）
に
告
訴
し
ま

し
た
。
警
巡
院
は
、
工
長
が
木
工
の
け
ん
か
相
手
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由

で
、
工
長
を
逮
捕
し
て
拷
問
に
か
け
ま
し
た
。
工
長
は
痛
み
に
耐
え
ら
れ

ず
、
嘘
の
自
白
を
し
ま
し
た
。
木
工
の
妻
は
喪
に
服
し
、
僧
を
招
い
て
お

経
を
あ
げ
て
も
ら
い
、
哭
泣
し
て
悲
し
み
を
尽
く
し
ま
し
た
。

警
巡
院
が
工
長
に
死
体
の
あ
り
か
を
詰
問
し
ま
す
と
、
工
長
は
「
大
都

城
の
壕ほ

り

の
中
に
棄
て
ま
し
た
。」
と
答
え
ま
し
た
。
仵
作
（
葬
儀
屋
。
検

屍
を
手
伝
う
役
目
を
負
っ
た
。
死
体
の
捜
索
は
本
来
の
役
目
で
は
な
い
。）

二
人
に
命
じ
て
、
壕
で
死
体
を
捜
索
さ
せ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
見
つ
か
り

ま
せ
ん
。
刑
部
、
御
史
、
京
尹
が
か
わ
る
が
わ
る
裁
判
の
終
結
を
促
し
ま

し
た
。
警
巡
院
は
、
十
日
以
内
に
死
体
を
見
つ
け
る
よ
う
仵
作
に
命
じ
ま

し
た
が
、
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
七
日
以
内
に
見
つ
け
る
よ
う
命
じ
て
も
、

や
は
り
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
五
日
以
内
、
三
日
以
内
と
命
じ
て
も
、
見
つ

か
り
ま
せ
ん
。
仵
作
二
人
は
四
た
び
笞
打
た
れ
て
も
、
と
う
と
う
死
体
を

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
二
人
は
悲
嘆
し
て
、
壕
に
沿
っ

関
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て
歩
き
な
が
ら
語
り
合
い
ま
し
た
。「
笞
打
ち
が
終
わ
る
時
が
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
う
な
っ
た
ら
、
別
に
誰
か
人
を
殺
し
て
、
命
令
に
応
じ
る
こ
と
を

試
み
ま
し
ょ
う
。」

日
が
暮
れ
て
、
壕
の
傍
ら
に
坐
っ
て
い
ま
す
と
、
一
人
の
老
翁
が
驢
馬

に
乗
っ
て
橋
を
渡
り
ま
し
た
。
仵
作
二
人
は
老
翁
を
押
し
て
水
中
に
落
と

し
、
驢
馬
を
放
ち
去
ら
せ
ま
し
た
。
十
日
余
り
経
っ
て
、
老
翁
の
死
体
が

腐
っ
て
識
別
で
き
な
く
な
っ
た
の
を
見
定
め
て
、
死
体
を
引
き
挙
げ
て
報

告
し
ま
し
た
。
警
巡
院
は
木
工
の
妻
を
呼
ん
で
確
認
さ
せ
ま
し
た
。
木
工

の
妻
は
死
体
を
撫
で
て
大
声
で
泣
い
て
、「
夫
で
す
。」
と
答
え
ま
し
た
。

妻
は
夫
の
着
物
（
本
当
は
老
翁
の
着
物
。）
を
持
っ
て
、
壕
の
ほ
と
り
で

夫
の
魂
を
招
き
、
か
ん
ざ
し
と
イ
ヤ
リ
ン
グ
を
は
ず
し
て
棺
に
入
れ
、
遺

体
を
葬
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
裁
判
が
終
結
し
、
判
決
文
が
上
送
さ
れ
ま

し
た
。
ま
だ
、
死
刑
執
行
の
許
可
は
降
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

驢
馬
に
乗
っ
て
い
た
老
翁
の
親
族
は
、
老
翁
を
捜
し
て
い
ま
し
た
が
、

見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
る
人
が
驢
馬
の
皮
を
背
負
っ
て
道
を
歩
い

て
い
ま
し
た
。
見
る
か
ら
に
老
翁
の
家
畜
の
皮
の
よ
う
で
し
た
。
奪
っ
て

開
い
て
見
る
と
、
皮
の
血
が
ま
だ
乾
い
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
執
え
て
県

に
訴
え
ま
し
た
。
そ
の
人
も
ま
た
、
残
酷
な
拷
問
を
受
け
て
、
老
翁
の
驢

馬
を
強
奪
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
老
翁
が
抵
抗
し
た
の
で
殺
し
、
死
体

は
某
地
に
埋
め
た
、
と
嘘
の
自
白
を
し
ま
し
た
。
某
地
で
死
体
を
捜
さ
せ

ま
し
た
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
詰
問
し
ま
す
と
、
別
の
某
地
で
す
、

と
言
い
直
し
ま
し
た
。
死
体
を
埋
め
た
場
所
の
自
白
が
何
度
も
変
わ
り
、

い
つ
ま
で
経
っ
て
も
死
体
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
皮
を
背
負
っ
て

い
た
人
は
獄
中
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

一
年
余
り
経
っ
て
、
工
長
の
死
刑
を
皇
帝
が
許
可
し
ま
し
た
。
工
長
は

縛
ら
れ
て
牢
獄
か
ら
出
さ
れ
ま
し
た
。
部
下
の
木
工
達
は
処
刑
場
ま
で
つ

い
て
行
き
な
が
ら
騒
ぎ
ま
し
た
。
皆
、
工
長
の
寃
罪
を
憤
っ
て
い
ま
し
た

が
、
工
長
の
た
め
に
寃
罪
を
晴
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
工
長

は
と
う
と
う
斬
首
さ
れ
ま
し
た
。
木
工
達
は
ま
す
ま
す
悲
嘆
し
て
や
み
ま

せ
ん
で
し
た
。
工
長
の
事
件
に
つ
い
て
広
く
情
報
を
求
め
ま
し
た
が
、
何

も
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
交
鈔
（
紙
幣
）
百
錠
を
集
め
て
十

字
路
に
置
き
、
某
木
工
が
死
ん
だ
時
の
状
況
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
人
が
い

れ
ば
、
こ
れ
を
賞
金
と
し
て
与
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

木
工
の
妻
が
僧
を
招
い
て
お
経
を
あ
げ
て
も
ら
う
ご
と
に
、
乞
食
が
集

ま
っ
て
来
て
、
御
飯
を
求
め
ま
し
た
。
一
人
の
な
じ
み
の
泥
棒
少
年
が
、

い
つ
も
乞
食
に
つ
い
て
木
工
の
家
に
往
き
、
御
飯
を
食
べ
て
い
ま
し
た
。

あ
る
日
、
泥
棒
少
年
が
、
他
の
家
で
盗
み
を
働
こ
う
と
し
て
、
ま
だ
時
刻

が
早
く
、
木
工
の
妻
の
家
を
よ
く
知
っ
て
い
た
の
で
、
暗
い
中
、
そ
の
家
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の
垣
根
に
も
た
れ
て
、
夜
禁
の
鐘
が
鳴
ろ
う
と
す
る
時
を
待
っ
て
い
ま
し

た
。
不
意
に
、
酔
っ
ぱ
ら
い
が
よ
ろ
め
き
な
が
ら
家
に
入
り
ま
し
た
。
酔

い
に
ま
か
せ
て
木
工
の
妻
に
怒
り
、
彼
女
を
詈
り
、
殴
り
、
さ
ら
に
蹴
り

つ
け
ま
し
た
。
木
工
の
妻
は
声
を
出
そ
う
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
酔
っ
ぱ

ら
い
が
眠
り
ま
す
と
、
木
工
の
妻
は
小
声
で
灯
火
の
下
で
罵
っ
て
言
い
ま

し
た
。「
あ
な
た
が
私
の
夫
を
殺
し
、
死
体
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
土
榻
の

下
に
入
れ
て
か
ら
、
二
年
余
り
が
経
ち
ま
し
た
。
土
榻
に
火
を
入
れ
て
暖

め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
土
榻
の
中
を
う
ず
め
る
気
も
あ
り
ま
せ
ん
。

私
の
夫
が
腐
り
尽
く
し
た
か
ど
う
か
、
ま
だ
知
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に

今
、
私
を
虐
待
し
て
い
ま
す
。」
た
め
息
を
つ
い
て
、
涙
を
飲
み
ま
し
た
。

泥
棒
少
年
は
窓
の
外
に
立
っ
て
、
こ
れ
を
全
部
聴
き
ま
し
た
。
翌
朝
、

小
木
局
の
中
に
入
り
、
木
工
達
に
向
か
っ
て
、「
私
は
某
木
工
が
死
ん
だ

時
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
で
、
速
や
か
に
私
に
賞
金
を
与

え
て
下
さ
い
。」
と
叫
び
ま
し
た
。
そ
し
て
、
木
工
達
を
連
れ
て
、
殺
さ

れ
た
木
工
の
家
に
往
き
ま
し
た
。
泥
棒
少
年
は
、
酒
に
酔
っ
た
ふ
り
を
し

て
、
木
工
の
妻
の
部
屋
に
入
り
、
彼
女
を
く
ど
き
ま
し
た
。
木
工
の
妻
は

大
声
で
罵
り
ま
し
た
。
隣
人
達
は
皆
、
心
穏
や
か
で
な
く
、
泥
棒
少
年
を

殴
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
泥
棒
少
年
は
、
す
ば
や
く
土
榻
に
近
づ
い
て
、
れ

ん
が
を
引
き
ぬ
い
て
身
構
え
ま
し
た
。
す
る
と
、
土
榻
の
中
の
死
体
が
現

れ
ま
し
た
。
木
工
達
は
部
屋
に
突
入
し
、
木
工
の
妻
を
後
ろ
手
に
し
て
縛

り
、
官
司
に
送
り
ま
し
た
。
木
工
の
妻
は
事
実
を
白
状
し
ま
し
た
。
泥
棒

少
年
が
見
た
酔
っ
ぱ
ら
い
は
姦
通
相
手
で
し
た
。

官
司
は
さ
ら
に
、
壕
の
中
の
死
人
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
調
べ
ま
し
た
。

仵
作
二
人
が
、
驢
馬
に
乗
っ
た
老
翁
を
押
し
て
水
中
に
落
と
し
た
、
と
白

状
し
ま
し
た
。
仵
作
二
人
は
死
刑
に
処
さ
れ
ま
し
た
。
木
工
の
妻
及
び
そ

の
姦
通
相
手
は
市
場
で
磔

は
り
つ
けに
な
り
ま
し
た
。
以
前
に
工
長
に
死
刑
の
判
決

を
下
し
た
官
吏
は
皆
、
終
身
、
官
吏
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
処
分
を
受

け
ま
し
た
。
官
司
は
、
驢
馬
の
皮
を
背
負
っ
て
い
た
人
が
寃
罪
で
獄
死
し

た
事
実
を
も
し
摘
発
す
れ
ば
、
罪
を
得
る
官
吏
が
さ
ら
に
数
人
出
る
の
で
、

と
う
と
う
、
皮
を
背
負
っ
て
い
た
人
の
寃
罪
事
実
に
対
す
る
調
査
を
打
ち

切
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
延
祐
年
間
（
一
三
一
四
～
一
三
二
〇
）
の
初
め
の

出
来
事
で
す
。

学
官
の
文
謙
甫
（
経
歴
未
詳
）
が
宋
子
（
作
者
宋
本
を
指
す
。）
に
こ

の
話
を
語
り
ま
し
た
。
宋
子
は
「
木
工
の
死
に
対
し
て
罪
に
当
た
る
者
は
、

木
工
の
妻
と
そ
の
姦
通
相
手
と
の
二
人
だ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
巻
き
添
え

に
な
っ
て
四
五
人
が
殺
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
事
が
変
じ
て
数
が
多
く
な

る
（
原
文
。
事
変
之
殷
）
と
い
う
こ
と
で
す
。
仲
直
り
を
し
て
斬
首
さ
れ
、

笞
を
逃
れ
て
処
刑
さ
れ
、
仵
作
は
殺
さ
れ
て
、
工
婦
は
磔
に
な
り
、
皮
を
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道
中
で
背
負
っ
て
械
を
つ
け
ら
れ
て
死
に
、
盗
み
に
赴
い
て
賞
金
を
獲
ま

し
た
。
こ
れ
ま
た
混
乱
し
て
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
り
ゆ
き
で
す
。

悲
し
い
で
す
ね
。」
と
言
い
ま
し
た
。」

【原
文
】

祭
酒
宋
本
記
工
獄
有
曰
、
京
師
小
木
局
、
木
工
数
百
人
、
置
長
分
領
之
。

一
工
与
其
長
不
睦
、
不
往
来
者
半
歳
。
衆
工
謂
、
口
語
非
大
嫌
。
醵
酒
肉
、

強
工
、
造
長
家
、
和
解
之
。
暮
酔
散
去
。

工
婦
素
淫
。
与
所
私
者
、
謀
戕
良
人
。
以
其
酔
於
讎
而
返
也
、
殺
之
。

倉
卒
蔵
屍
無
所
。
室
有
土
榻
、
中
空
。
廼
啓
榻
磚
、
割
為
四
五
、
始
容
焉
。

復
磚
如
故
。

明
日
、
婦
往
長
家
、
哭
曰
、
吾
夫
昨
不
帰
。
必
而
殺
之
。
訟
諸
警
巡
院
。

院
以
長
仇
也
、
逮
至
搒
掠
。
不
勝
毒
、
自
誣
服
。
婦
発
喪
成
服
、
召
比
丘
、

脩
仏
事
、
哭
尽
哀
。

院
詰
屍
処
。
曰
棄
壕
中
。
責
仵
（「
仵
」
を
も
と
誤
っ
て
「
件
」
に
作

る
。
以
下
同
じ
。）
作
二
人
、
索
之
壕
。
弗
得
。
刑
部
、
御
史
、
京
尹
、

交
促
具
獄
。
期
十
日
得
屍
。
不
得
。
期
七
日
、
又
不
得
。
期
五
日
、
期
三

日
、
四
被
笞
、
終
不
得
。
二
人
歎
惋
、
循
壕
相
語
、
笞
無
已
時
、
因
謀
別

殺
人
応
命
。

暮
坐
水
傍
。
一
翁
騎
驢
渡
橋
。
擠
堕
水
中
、
縦
驢
去
。
旬
餘
、
度
翁
爛

不
可
識
、
挙
以
聞
。
院
召
婦
審
視
。
婦
撫
而
大
號
曰
、
是
矣
。
取
夫
衣

（
も
と
「
衣
」
字
な
し
。『
元
文
類
』
巻
四
十
五
、
工
獄
に
従
っ
て
補
っ

た
。）、
招
魂
壕
上
、
脱
笄
珥
、
具
棺
葬
之
。
獄
遂
成
。
案
上
末
報
。

騎
驢
翁
之
族
、
物
色
翁
不
得
。
一
人
負
驢
皮
道
中
。
宛
然
其
家
畜
。
奪

而
披
視
、
皮
血
未
燥
。
執
愬
於
邑
。
亦
以
鞠
訊
忄替
酷
、
自
誣
刼
翁
驢
、
翁

拒
而
殺
之
。
屍
蔵
某
（「
某
」
を
も
と
「
其
」
に
作
る
。『
元
文
類
』
巻
四

十
五
及
び
『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
巻
一
に
従
っ
て
改
め
た
。）
地
。
求
之
不

見
。
輒
更
曰
某
地
。
辞
数
更
、
卒
不
見
。
負
皮
者
瘦
死
獄
中
。

歳
餘
、
前
長
奏
下
。
縛
出
狴
犴
（「
犴
」
を
も
と
「
行
」
に
作
る
。『
元

文
類
』
巻
四
十
五
及
び
『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
巻
一
に
従
っ
て
改
め
た
。）。

衆
工
隨
而
譟
。
雖
皆
憤
其
寃
、
而
不
能
為
之
明
。
工
長
竟
斬
。
衆
工
愈
哀

嘆
不
置
。
徧
訪
其
事
、
無
所
得
。
乃
聚
交
鈔
百
錠
、
置
衢
路
、
有
得
某
工

死
状
者
、
酬
以
是
。

初
婦
毎
脩
仏
事
、
則
丐
者
坌
至
、
求
供
飯
。
一
故
偸
児
、
常
従
丐
往
乞
。

一
日
、
偸
児
将
盗
他
人
家
、
尚
蚤
。
既
熟
婦
門
戸
。
乃
闇
中
依
其
垣
屋
、

以
侍
迫
鐘
時
。
忽
酔
者
踉
蹌
入
。
酗
而
怒
其
婦
。
詈
之
、
拳
之
、
且
蹴
之
。

婦
不
敢
出
声
。
酔
者
睡
。
婦
微
誶
燭
下
曰
、
縁
而
殺
吾
夫
、
體
骸
異
処
、

土
榻
下
二
歳
餘
矣
。
榻
既
不
可
火
、
又
不
敢
塡
治
。
吾
夫
尚
不
知
腐

（「
腐
」
を
も
と
「
熇
」
に
作
る
。『
元
文
類
』
巻
四
十
五
及
び
『
重
刊
祥
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刑
要
覧
』
巻
一
に
従
っ
て
改
め
た
。）
尽
以
否
。
今
乃
虐
我
。
歎
息
飲
泣
。

偸
児
立
牖
外
、
悉
聴
之
。
明
発
、
入
局
中
、
號
於
衆
、
吾
已
得
某
工
死

状
。
速
付
我
銭
。
因
俾
衆
工
遥
隨
往
。
偸
児
陽
被
酒
、
入
婦
舎
挑
之
。
婦

大
罵
。
隣
居
皆
不
平
、
将
歐
之
。
偸
児
遽
去
土
榻
、
扳
（「
扳
」
は
も
と

「
板
」
に
作
る
。『
元
文
類
』
巻
四
十
五
及
び
『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
巻
一
に

従
っ
て
改
め
た
。）
磚
、
作
欲
撃
闘
状
。
則
屍
見
矣
。
衆
工
㐽
入
、
反
接

婦
、
送
官
。
婦
吐
実
。
酔
者
則
所
私
也
。

官
復
窮
壕
中
死
人
何
従
来
。
仵
作
欵
状
、
擠
騎
驢
翁
堕
水
。
仵
作
誅
。

婦
洎
所
私
者
磔
于
市
。
先
断
工
長
死
官
吏
、
皆
廃
終
身
。
官
以
瘦
死
者
事

若
発
、
則
官
吏
又
有
得
罪
者
数
人
、
遂
寝
負
皮
者
寃
。
此
延
祐
初
事
也
。

校
官
文
謙
甫
以
語
宋
子
。
宋
子
曰
、
工
之
死
、
当
坐
者
、
婦
与
所
私
者

二
人
耳
。
乃
牽
聯
殺
四
五
人
。
此
事
変
之
殷
也
。
解
仇
而
伏
毆
刀
、
迯
笞

而
得
刃
、
仵
作
殺
而
工
婦
磔
、
負
皮
道
中
而
死
桎
梏
、
赴
盗
而
獲
購
。
此

又
轇
轕
而
不
可
知
者
也
。
悲
夫
。（
以
上
、
第
二
十
丁
表
第
五
行
か
ら
第

二
十
二
丁
表
第
五
行
。）

【訓
読
】

祭
酒
宋
本
、
工
獄
を
記
し
て
曰
う
有
り
、
京
師
の
小
木
局
、
木
工
数
百

人
、
長
を
置
き
之
れ
を
分
領
せ
し
む
。
一
工
、
其
の
長
と
睦
じ
か
ら
ず
。

往
来
せ
ざ
る
こ
と
半
歳
。
衆
工
謂お

も

え
ら
く
、
口
語
な
れ
ば
大
嫌
に
非
ず
、

と
。
酒
肉
を
醵
し
、
工
を
強
い
て
長
の
家
に
造い

た

り
、
之
れ
を
和
解
せ
し
む
。

暮
に
酔
い
て
散
じ
去
る
。

工
の
婦
は
素も

と
淫
な
り
。
私
す
る
と
こ
ろ
の
者
と
と
も
に
良
人
を
戕そ

こ

な

う
を
謀
る
。
其
の
、
讎
に
於
い
て
酔
い
て
返
る
を
以
て
や
、
之
れ
を
殺
す
。

倉
卒
に
し
て
屍
を
蔵か

く

す
に
所
無
し
。
室
に
土
榻
有
り
。
中
空む

な

し
。
廼
ち
榻

の
磚
を
啓
き
、
割
き
て
四
五
と
為
し
、
始
め
て
容
る
。
磚
を
復
す
る
こ
と

故
の
如
く
す
。

明
日
、
婦
、
長
の
家
に
往
き
、
哭
し
て
曰
く
、
吾
が
夫
、
昨き

の
うよ
り
帰
ら

ず
。
必
ず
而な

ん
じ、
之
れ
を
殺
す
。
と
。
諸こ

れ
を
警
巡
院
に
訟
う
。
院
、
長
の
、

仇
な
る
を
以
て
や
、
逮
し
至
り
て
搒
掠
す
。
毒
に
勝た

え
ず
、
自
ら
誣
服
す
。

婦
、
喪
を
発
し
服
を
成
し
、
比
丘
を
召
き
、
仏
事
を
脩
め
、
哭
し
て
哀
を

尽
く
す
。

院
、
屍
処
を
詰
す
。
曰
く
、
壕
中
に
棄
つ
、
と
。
仵
作
二
人
に
責も

と

め
て
、

之
れ
を
壕
に
索も

と

め
し
む
。
得
ず
。
刑
部
、
御
史
、
京
尹
、
交こ

も
ごも
具
獄
を
促

す
。
十
日
を
期
し
て
屍
を
得
し
む
。
得
ず
。
七
日
を
期
す
。
又
た
得
ず
。

五
日
を
期
す
。
三
日
を
期
す
。
四
た
び
笞
を
被
る
も
、
終
に
得
ず
。
二
人
、

歎
惋
し
、
壕
に
循
い
相
い
語
る
、
笞
、
已
む
時
無
し
。
因
り
て
別
に
人
を

殺
し
て
命
に
応
ず
る
を
謀
ら
ん
。
と
。

暮
に
水
傍
に
坐
す
。
一
翁
、
驢
に
騎の

り
て
橋
を
渡
る
。
水
中
に
擠お

し
堕
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し
、
驢
を
縦
ち
て
去
ら
し
む
。
旬
餘
、
翁
の
爛た

だ

れ
て
識
る
可
か
ら
ざ
る
を

度は
か

り
、
挙
げ
て
以
聞
す
。
院
、
婦
を
召
し
て
審
視
せ
し
む
。
婦
、
撫
し
て

大
い
に
號
し
て
曰
く
、
是
れ
な
り
、
と
。
夫
の
衣
を
取
り
、
壕
上
に
招
魂

し
、
笄
珥
を
脱
し
、
棺
に
具
え
、
之
れ
を
葬
る
。
獄
、
遂
に
成
る
。
案
、

上の
ぼ

さ
れ
て
未
だ
報
ぜ
ず
。

驢
に
騎
る
翁
の
族
、
翁
を
物
色
す
。
得
ず
。
一
人
、
驢
皮
を
道
中
に
負

う
。
宛
然
と
し
て
其
の
家
畜
な
り
。
奪
い
て
披ひ

ら

き
視
る
に
、
皮
血
未
だ
燥か

わ

か
ず
。
執
え
て
邑
に
愬う

っ
たう
。
亦
た
鞠
訊
忄替
酷
な
る
を
以
て
、
自
ら
誣
ゆ
、

翁
の
驢
を
刼
し
、
翁
、
拒
め
ば
之
れ
を
殺
す
。
屍
は
某
地
に
蔵か

く

す
。
と
。

之
れ
を
求
む
る
も
見
え
ず
。
輒
ち
更
め
て
某
地
と
曰
う
。
辞
、
数し

ば
しば
更
わ

る
。
卒
に
見
え
ず
。
皮
を
負
う
者
、
獄
中
に
瘦
死
す
。

歳
餘
、
前
の
長
の
奏
、
下
る
。
縛
せ
ら
れ
て
狴
犴
を
出
づ
。
衆
工
、
隨

い
て
譟さ

わ

ぐ
。
皆
、
其
の
寃
を
憤
る
と
雖
も
、
之
れ
が
為
め
に
明あ

か

す
能
わ
ず
。

工
長
、
竟
に
斬
せ
ら
る
。
衆
工
、
愈い

よ
いよ
哀
嘆
し
て
置
か
ず
。
徧あ

ま
ねく
其
の
事

を
訪と

う
も
、
得
る
と
こ
ろ
無
し
。
乃
ち
交
鈔
百
錠
を
聚
め
、
衢
路
に
置
く
。

某
工
の
死
状
を
得
る
者
有
ら
ば
、
酬
ゆ
る
に
是
れ
を
以
て
せ
ん
と
す
。

初
め
、
婦
、
仏
事
を
脩
む
る
ご
と
に
、
則
ち
丐
者
坌あ

つ
まり
至
り
、
供
飯
を

求
む
。
一
の
故
偸
児
、
常
に
丐
に
従
い
て
往
き
て
乞
う
。
一
日
、
偸
児
、

将
に
他
の
人
家
に
盗
ま
ん
と
し
て
、
尚
お
蚤は

や

し
。
既
に
婦
の
門
戸
に
熟
す
。

乃
ち
闇
中
に
其
の
垣
屋
に
依
り
、
以
て
迫
鐘
の
時
を
待
つ
。
忽
ち
酔
う
者
、

踉
蹌
と
し
て
入
る
。
酗
し
て
其
の
婦
を
怒
る
。
之
れ
を
詈
り
、
之
れ
を
拳う

ち
、
且
つ
之
れ
を
蹴
る
。
婦
、
敢
て
声
を
出
だ
さ
ず
。
酔
う
者
睡
る
。
婦
、

微ひ
そ

か
に
燭
下
に
誶の

の
しり
て
曰
く
、
而な

ん
じ、
吾
が
夫
を
殺
し
、
體
骸
、
土
榻
の
下

に
処
を
異
に
し
て
縁よ

り
二
歳
餘
な
り
。
榻
、
既
に
火
す
可
か
ら
ず
。
又
た

敢
て
塡
治
せ
ず
。
吾
が
夫
、
尚
お
腐
り
尽
く
す
や
否
や
を
知
ら
ず
。
今
、

乃
ち
我
を
虐
ぐ
。
と
。
歎
息
し
、
泣
を
飲
む
。

偸
児
、
牖
外
に
立
ち
、
悉
く
之
れ
を
聴
く
。
明
発
、
局
中
に
入
り
、
衆

に
号さ

け

ぶ
、
吾
已
に
某
工
の
死
状
を
得
た
り
。
速
や
か
に
我
に
銭
を
付
せ
よ
。

と
。
因
り
て
衆
工
を
し
て
遥
か
に
隨
い
て
往
か
し
む
。
偸
児
、
酒
を
被
る

を
陽い

つ
わり
て
、
婦
舎
に
入
り
、
之
れ
に
挑
む
。
婦
、
大
い
に
罵
る
。
隣
居
、

皆
、
平
ら
か
な
ら
ず
、
将
に
之
れ
を
欧う

た
ん
と
す
。
偸
児
、
遽
か
に
土
榻

に
去ゆ

き
て
、
磚
を
扳ひ

い
て
、
撃
闘
せ
ん
と
欲
す
る
状
を
作
す
。
則
ち
屍
見あ

ら

わ
る
。
衆
工
突
入
し
、
婦
を
反
接
し
て
官
に
送
る
。
婦
、
実
を
吐
く
。
酔

う
者
は
則
ち
私
す
る
と
こ
ろ
な
り
。

官
、
復
た
、
壕
中
の
死
人
、
何い

ず

く
従よ

り
来
た
る
か
を
窮
む
。
仵
作
欵
伏

す
、
驢
に
騎の

る
翁
を
擠お

し
て
、
水
に
堕
と
す
、
と
。
仵
作
、
誅
せ
ら
れ
、

婦
、
洎お

よ

び
私
す
る
と
こ
ろ
の
者
、
市
に
磔
せ
ら
る
。
先
に
工
長
の
死
を
断

ず
る
官
吏
、
皆
、
廃
す
る
こ
と
終
身
と
せ
ら
る
。
官
、
瘦
死
す
る
者
の
事
、
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若
し
発
せ
ば
、
則
ち
官
吏
又
た
、
罪
を
得
る
者
数
人
有
る
を
以
て
、
遂
に

皮
を
負
う
者
の
寃
を
寝や

む
。
此
れ
延
祐
の
初
め
の
事
な
り
。

校
官
の
文
謙
甫
、
以
て
宋
子
に
語
る
。
宋
子
曰
く
、
工
の
死
す
る
、
当

に
坐
す
べ
き
者
は
、
婦
と
私
す
る
と
こ
ろ
の
者
と
の
二
人
な
る
の
み
。
乃

ち
牽
聯
し
て
四
五
人
を
殺
す
。
此
れ
事
変
の
殷
な
り
。
仇
を
解
き
て
殴
刀

に
伏
し
、
笞
を
逃
が
れ
て
刃
を
得
、
仵
作
、
殺
さ
れ
て
、
工
婦
、
磔
せ
ら

れ
、
皮
を
道
中
に
負
い
て
、
桎
梏
に
死
し
、
盗
に
赴
き
て
購
を
獲
。
此
れ

又
た
轇
轕
し
て
知
る
可
か
ら
ざ
る
者
な
り
。
悲
し
い
か
な
。
と
。

犯
罪
捜
査
に
期
限
を
設
け
る
こ
と
が
招
い
た
悲
劇
で
あ
る
。

関
法

第
七
〇
巻
四
号

一
四

(一
〇
八
七
)


